鎌倉市福祉センター内　会議用事務機器使用申込書
《　あて先　》　社会福祉法人鎌倉市社会福祉協議会会長　
　
次のとおり、申請します。

事務機器の借用期間中、故意若しくは不注意により破損又は紛失した場合は、天変地異等特別の事情を除き、原形に復し返却、又は復旧にかかる実費を負担いたします。
また、平日夜間及び、土曜・日曜・祝日等の休日は、貸出・返却ができないことを理解

したうえで、借用期間を調整します。
申請日　　　　　年　　　月　　　日（　　）
	使用者
連絡先
	団体名
	

	
	氏　名
	
	電　話
	


	使用目的
	　

	借用期間
	　　　年　月　日（　）　EQ \* jc2 \* "Font:平成角ｺﾞｼｯｸ体W5" \* hps18 \o\ad(\s\up 11(貸出時間),：)　　～　　　　年　月　日（　）　EQ \* jc2 \* "Font:平成角ｺﾞｼｯｸ体W5" \* hps18 \o\ad(\s\up 11(返却時間),：)　　

	使用場所
	　第一　第二　第三　会議室　　福祉団体活動室　　地区社協活動室
ボランティア活動室　１　２　３　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	事務機器
	プロジェクター
	
	OHP
	
	
	

	
	アンプ(マイク付)
	
	スクリーン
	
	パソコン
	

	備考：　

	鎌倉市社会福祉協議会　鎌倉市御成町２０－２１

電話:２３－１０７５　　　FAX:２２－２２１３
総務係　soumu@kamakura-shakyo.jp
	
	課長
	課長
	係等
	受付

	
	
	
	
	
	


